
　
市
内
に
あ
る
良
好
な
景
観
を
守
る
た

め
に
、
景
観
計
画
は
次
の
通
り
決
ま
り

や
制
度
を
定
め
て
い
ま
す
。

建
築
な
ど
は
事
前
に
届
出
を

①
届
出
対
象
行
為

　
下
表
の
届
出
対
象
行
為
を
行
う
場
合

は
、
行
為
に
着
手
す
る
30
日
前
ま
で
に

市
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

②
事
前
相
談

　
全
て
の
建
築
行
為
を
対
象
に
、
事
前

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

③
事
前
協
議

　
大
規
模
な
届
出
対
象
行
為（
高
さ
が

20
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
、
延
べ
面

積
が
3
、
0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
、
区
域
面
積
が
5
、
0
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
）は
、
事
前

協
議
が
必
要
で
す
。
協
議
は
、
届
出
の

30
日
前
ま
で
に
始
め
て
く
だ
さ
い
。

市
民
と
協
働
の
景
観
づ
く
り

な
り
た
景
観
資
産
の
登
録

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
推
薦
し
た
未
来
へ

継
承
す
べ
き
良
好
な
景
観
を
「
な
り
た

景
観
資
産
」
と
し
て
登
録
し
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
登
録
の
推
薦
期
間
は
、

平
成
27
年
10
月
30
日
㈮（
必
着
）に
な
り

ま
す
。

景
観
地
域
づ
く
り
団
体
・
協
定
の
認
定

　
良
好
な
景
観
の
保
全
活
動
や
美
化
活

動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
民

や
事
業
者
、
N
P
O
な
ど
を
「
景
観
地

域
づ
く
り
団
体
」
と
し
て
認
定
し
、
団

体
が
つ
く
る
地
域
の
協
定
を
「
景
観
地

域
づ
く
り
協
定
」
と
し
て
認
定
し
ま
す
。

景
観
地
域
づ
く
り
促
進
地
区
の
指
定

　
認
定
さ
れ
た
景
観
地
域
づ
く
り
団
体

は
、
活
動
す
る
地
区
を
「
景
観
地
域
づ

く
り
促
進
地
区
」
に
指
定
す
る
よ
う
、

市
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
6
0 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

sisei/sosiki/toshikei/std00 

84.htm
l

）へ
。

美
し
い
成
田
を
守
り
育
む

市
で
は
、
良
好
な
景
観
を
保
全
・
育
成
・
創
出
す
る
た
め
の
成
田

市
景
観
計
画
を
定
め
て
い
ま
す
。
多
様
な
景
観
資
産
を
大
切
に
し
、

美
し
い
成
田
を
未
来
に
継
承
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

景
観
計
画

届出対象行為 届出対象規模
建築物の新築・増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え・
色彩の変更

高さが13mを超えるもの、または延べ
面積が1,000㎡以上のもの

工作物の新設・増築・改築・移転、外観
を変更することとなる修繕・模様替え・
色彩の変更

鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、煙突、
装飾塔、記念塔、製造施設、貯蔵施設、
遊戯施設そのほか

高さが15mを超えるもの

擁
よう

壁
へき

、塀、柵そのほか 高さが2mを超え、かつ延長が30mを超
えるもの

開発行為（都市計画法第4条第12項に規定するもの） 区域面積が1,000㎡以上のもの
屋外で土石・廃棄物・再生資源などを積み上げる行為 区域面積が1,000㎡以上のもの

木竹の植栽・伐採
市街化区域 伐採・植栽に係る区域面積が500㎡以

上のもの
そのほか 伐採・植栽に係る区域面積が1,000㎡以

上のもの

マロニエ並木の景観（三里塚記念公園）
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